
No 項目 ご意見の内容（原文） 市の考え方

1

【１９ページから２０ページ】
２－５．空き家等の課題
（１）課題１　所有者の当事者
意識の向上
（３）課題３　空き家等の利活
用の推進
（４）課題４　増加する管理不
全な空き家等への対応

別紙－１
課題１、課題３
→所有者の高齢化（死亡含む）に
伴い
・所有権の破棄を条件に、市の所
有物とし、解体費、税率全て無償
とすることはできないか？
課題４
→上記クリアできるなら、建物を
宿泊設備等にし、市で運営できな
いか？（事業として）インバウン
ド事業として

　本市では、老朽危険空き家の
所有者等が、当該空き家を解体
しようとする際に一定の要件を
満たした場合、「老朽危険空き
家解体撤去補助金」による支援
を行っています。
　空き家の解体等は所有者等の
責任で行っていただく考えのも
と、現時点では市の所有物とす
る対応は考えておりませんが、
いただいたご意見は今後の参考
にさせていただきます。
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【１９ページから２０ページ】
２－５．空き家等の課題

　最近は熊も他の動物もたくさん
の人の住んでいる所にも来るの
で、人のすんでいない場所の空家
は危険なので壊さざるを得ないの
ではと思います。
　区画整理のようですが、家を提
供したり壊したりする場合、提供
して下さった方々に交通機関や病
院、スーパー等の生活に便利な所
に移ってもらい、人の住んでいる
所との境界線を分けて、安心して
暮らせる事が大事だと思います。

　本市では、空き家等にクマ等
の野生鳥獣が棲みつくことによ
る人身被害を防ぐため、空き家
の所有者等に、柿などの実の収
穫や樹木の伐採など、空き家等
の適切な管理の啓発や指導等を
行っております。
　今後も、クマ対策等について
は、関係課所室と連携しながら
対応してまいりますので、いた
だいたご意見は参考とさせてい
ただきます。

秋田市空家等対策計画（素案）に寄せられた意見と本市の考え方
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【１９ページから２０ページ】
２－５．空き家等の課題

空き家等の課題Ｐ１９～Ｐ２０
　将来空家になり困っているとい
う相談があった時、住んでいる人
がだれもいなくなった時は家の手
続きも大変になるので、住んでい
る人に事前に承諾をもらい、リ
フォーム等安く出来るようにして
もらいながらだれも住まなくなっ
た時、秋田市で家の引き受けても
らい、一軒家の中古住宅として家
を必要としている人たちに住んで
もらう事が出来たら良いのではと
思います。支払い方法も①買い取
る②月々支払う③月々支払いなが
ら途中からでも買い取る事が出来
る等選べる事が出来ると助かると
思います。
　３月には転勤や引っ越しで学生
の方々も短期間秋田にいる事もあ
るので、にぎわいのある所に空家
があったら、空家を利用したカ
フェや趣味の物を売っていたり教
えてくれるお店があれば、なじみ
のない秋田の場所でも家のような
ゆっくりした時間を過ごせるので
はと思います。

　ご意見のとおり、将来空き家
とならないように、住んでいる
ときから、所有者ご自身やご家
族が今後のことについて考えて
いただくことが必要であると考
えております。
　ご意見にある市による空き家
の買取りは考えておりません
が、空き家とならないよう所有
者への啓発や相談対応に努める
ともに、様々な空き家の活用方
法についても検討してまいりま
すので、いただいたご意見につ
いては、今後の参考にさせてい
ただきます。

３　意見数　　　　１８件
４　寄せられたご意見および本市の考え方

１　意見募集期間　令和７年１２月２３日（火）から令和８年１月２１日（水）まで
２　意見提出者数　１１名
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4

【２１ページから２３ページ】
３．空き家等対策に関する基本
目標および基本方針

別紙１　P２１～P２３
　寺内地区に関しては古い地域な
ので、先祖代々から居住している
方が多く、貸家やアパートは多い
です。しかし、空き家も目立って
きて古くなり、人が住める状態で
はない家も増えました。管理する
にもお金がかかるため、手がつけ
られなかったり、持ち家でありな
がら継続して住む方がいなくて結
局空き家のままという家も散見さ
れます。
　行政が介入してどこまでできる
のか不明ですが、人口減少がダイ
レクトにこのような問題に直面し
ているのは間違いないと思うの
で、「空き家対策」と「人口減少
問題」を並行して考えて下さい。
　指導や命令という行政の権力あ
りきではなく、家の持ち主の事情
も考えた対応を望みます。

　ご意見のとおり、空き家は、
人口減少と直結した問題である
と捉えており、本市では、空き
家バンク制度で空き家を利用希
望者へ情報提供を行うととも
に、移住者等が空き家を購入し
て改修する場合に支援を行うな
ど、本市への移住・定住に向け
た取組を進めております。
　また、空き家所有者に対して
は、適正管理の指導等を通じ
て、管理、活用、売却および売
却等の相談にも応じており、今
後も所有者の事情や意向などに
配慮した対応に努めてまいりま
す。
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【２６ページ】
４－２．空き家等対策の具体的
な取組
（１）基本方針１　所有者等へ
の適正管理の啓発や相談体制の
充実
④空き家等の管理代行サービス
等の利用促進

Ⅱ．関係事業団体との連携による
空き家管理及び見守りサービス代
行の検討に関して
１．関係事業団体は、どの様な団
体ですか？空家等管理活用支援法
人を想定しておりますか？

　民間の不動産事業者、一般社
団法人、ＮＰＯ法人等を想定し
ておりますが、空家等管理活用
支援法人を指定した場合、当該
法人も想定されます。
　引き続き連携する関係事業団
体や手法について検討してまい
ります。
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【２６ページ】
４－２．空き家等対策の具体的
な取組
（１）基本方針１　所有者等へ
の適正管理の啓発や相談体制の
充実
④空き家等の管理代行サービス
等の利用促進

２．空き家管理サービスと見守り
サービスは、似ても非なる対応・
対策活動と思います。
①空き家管理は、空き家に異常
（破損、盗難、不法侵入、火災
等）が生じた場合は、管理上全て
管理者が空き家異常、不具対応解
決、損害賠償等の解決が義務とな
り、大きなリスクを生じ、役所の
管理対策対応は、可能か？少々難
しい案件かと推察いたします。

　ご意見のとおり、空き家の管
理責任は所有者にあります。
　市としては、空き家所有者へ
の適正管理の啓発を行い、空き
家の管理、活用、売却、解体等
の所有者の状況に応じた相談に
対応してまいります。
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【２６ページ】
４－２．空き家等対策の具体的
な取組
（１）基本方針１　所有者等へ
の適正管理の啓発や相談体制の
充実
④空き家等の管理代行サービス
等の利用促進

②空き家見守りは、上記の空き家
管理リスクを若干避け、見守り
は、簡易、低額料金、空き家異常
発生、発見速やかに所有者に異常
報告にて見守り業務対応を遂行で
す。空き家見守り契約締結時に
は、しっかりと空き家見守りの契
約上の免責検討内容検討後契約締
結が必要です。リスクの大きい空
き家管理サービスより役所の対応
は、見守りサービスは、可能性が
ある様に思います。

　ご意見のとおり、空き家見守
りは、未然に空き家の管理リス
クを防ぐためにも有効であると
考えております。
　引き続き民間事業者等との連
携手法等を検討してまいりま
す。
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【２６ページ】
４－２．空き家等対策の具体的
な取組
（１）基本方針１　所有者等へ
の適正管理の啓発や相談体制の
充実
④空き家等の管理代行サービス
等の利用促進

③上記の空き家管理、見守りサー
ビスは、関係事業団体か空家等管
理活用支援法人を指定され、共同
にて行うことすすめます。現在
は、公共建築物の建設、運営に
は、官民一貫にて行うＰＦＩ方式
が主流になりつつあり、今回の空
き家管理、見守りも官民共同対応
方法を検討されることすすめま
す。

　ご意見のとおり、民間と共同
して進める必要があると考えて
おります。引き続き民間事業者
等との連携手法等を検討してま
いります。
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【２６ページ】
４－２．空き家等対策の具体的
な取組
（１）基本方針１　所有者等へ
の適正管理の啓発や相談体制の
充実
④空き家等の管理代行サービス
等の利用促進

④私は、某ＮＰＯ法人に所属して
おり、上記の対策は、空き家見守
り件数は、累計６０件（賃貸・売
却予定管理４０件程含む）実績あ
り、それなりに見守り→管理→解
決へと対応成果は、あります。

　今後の業務の参考とさせてい
ただきます。
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【２６ページ】
４－２．空き家等対策の具体的
な取組
（１）基本方針１　所有者等へ
の適正管理の啓発や相談体制の
充実
④空き家等の管理代行サービス
等の利用促進

⑤空き家管理サービス、空き家見
守りサービス利用時は、ふるさと
納税の返礼対象にされる方法を検
討されることをすすめます。

　他自治体でふるさと納税の返
礼対象としているところもある
ことから、関係課所室と連携し
て研究してまいります。
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【２９ページ】
４－２．空き家等対策の具体的
な取組
（３）基本方針３　空き家等の
利活用の促進
③空き家等の利活用および流通
促進のための支援
④空き家等の利活用促進のため
の様々な取組の検討

秋田市空家等対策計画（概要版）
別紙１（２／２）基本方針３③④
について
(1)建築や建設、デザイン等を専攻
している学生が、空家を実際にリ
ノベーションし、貸し出したり、
販売したりする→空家の商品化
(2)大学生対象のシェアハウス→出
会いの場としても活用
(3)自動車学校の合宿教習時の宿→
ウィークリーマンション的な活用
方法
等、若い世代が安く、気軽に活用
できるようにすることも必要かと
思います。

　これまでの本市の空き家対策
は、所有者（売り手）側の売却
等意向に基づく空き家バンク制
度での情報発信が中心でした
が、例示いただいたような多様
なニーズがあることを踏まえ、
今後は活用する（買い手）側の
ニーズを空き家等の所有者に届
けられるような仕組みづくりに
ついて検討してまいります。
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【３２ページ】
４－２．空き家等対策の具体的
な取組
（５）基本方針５　空き家等対
策の実施体制の整備
①空き家等の調査（町内会実態
調査の継続調査等）

秋田市空家等対策計画
【基本方針５】①空き家等の調査
　私は○○地区民生児童委員とし
て日ごろ活動しています。町内で
の空き家等の危険箇所がないかパ
トロールし地域住民と情報を共
有。○○小学校の見守りボラン
ティアの代表として児童の通学路
を点検。令和８年４月○○小学校
は○○小学校と統合するので通学
路を再チェックした所、空き家の
車庫のトタン板が今にも切れ落ち
そうになっていた箇所があり、令
和７年５月○○交番に相談した
所、秋田市都市整備部住宅政策課
を紹介されました。５月１５日住
宅政策課を訪問し空き家対策担当
職員と面談、内容を説明。すぐに
消防署に連絡してくれ、その日の
夕方消防車が来てくれ、トタン板
を撤去。学校側にも報告、大変喜
ばれました。児童が安心安全に登
下校出来、本当に助かりました。
ありがとうございました。

　この度はご丁寧にお礼をいた
だき誠にありがとうございまし
た。
　今後も、空き家に関しての心
配事等がございましたらご相談
ください。
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【３２ページ】
４－２．空き家等対策の具体的
な取組
（５）基本方針５　空き家等対
策の実施体制の整備
①空き家等の調査（町内会実態
調査の継続調査等）

Ｐ２６（５）基本方針５空き家対
策の実施体制の整備
①空き家等の調査
「町内会などとの連携による空き
家等の調査」
　上記の内容について町内会に入
らない方もいる中で、どの程度調
査が意味のあるものになるのか疑
問です。調査をやるならしっかり
予算化して業務委託をする等成果
があがるものにしてほしいと思い
ます。
　又は、町内会に空き家調査の補
助金を交付する等、調査がしっか
り行われるよう対価を与える事も
どうでしょうか？

　本市では、令和７年７月から
各町内会にご協力をいただいた
空き家の実態調査を実施し、約
4,900戸の空き家を把握すること
ができました。
　今後は、把握した空き家を市
の職員により、計画的に現地調
査や所有者調査を進めることと
しております。
　なお、空き家の所在等が不明
な場合など、町内会へお聞きす
る場合があるかもしれません
が、過度な負担にならないよう
配慮し、いただいたご意見を参
考にしながら、適切な調査を実
施してまいります。
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【３２ページ】
４－２．空き家等対策の具体的
な取組
（５）基本方針５　空き家等対
策の実施体制の整備
⑤関係団体等との連携体制の整
備
⑥空家等管理活用支援法人の指
定

番号６（空家等管理活用支援法
人）７（空き家管理・見守り代行
サービス）
Ⅰ．国の指針に於いて空家等管理
活用支援法人の市町村の指定（法
２３～２８条）は、既に２年余り
が経過しており、秋田市としてそ
の方針が現在、検討中となってお
ります。
番号６０に民間団体との空き家対
策の検討→実施となっており、既
に民間団体との協議済みですか？
上記の空家等管理活用支援法人の
指定、方向性を検討、実施される
ことすすめます。

　空家等管理活用支援法人の指
定については、検討中であり、
民間団体との協議は行っており
ません。
　空家等管理活用支援法人の指
定は、本市においても重要であ
ると捉えていることから、早期
の指定に向け、引き続き検討し
てまいります。
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【その他のご意見】 素案のとおりで宜しいと考えま
す。

　ご意見ありがとうございまし
た。本計画に基づき、継続的な
空き家対策が実行されるよう努
めてまいります。
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【空き家の利活用へのご意見】 資料のどの部分かは、解りませ
ん。
１．空き家を個人から秋田市が買
い取る。
２．買い取った空き家を、個人へ
貸し出す。
３．借りた人は、１０年から２０
年経過したら個人の所有物件とな
る仕組み
　(ｲ) アパートを借りる様に定額
で
　(ﾛ) 移住者を優先する。
　(ﾊ) 改装は自由に出来る様にす
る。

　本市では、空き家等を移住者
に賃貸するためにリフォームし
ようとする所有者や、居住誘導
区域内等の空き家等を市内在住
者に賃貸するためリフォームし
ようとする所有者が一定の要件
を満たした場合、「空き家定住
推進事業」による改修費の支援
を行っています。
　このため、現時点では市によ
る買い取りは考えておりません
が、いただいたご意見は今後の
参考にさせていただきます。
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【その他のご意見】 　秋田県全体に言える事ですが、
空き家対策はとても重要な事と考
えます。そのため、このような秋
田市の対策を周知する手段を検討
した方が良いと思います。具体的
には、テレビやネットのＣＭ等で
アピールすると効果があると思い
ます。ご検討を御願い致します。

　広報あきたおよびホームペー
ジでの情報掲載や、市外在住の
かたへ発送する固定資産税納税
通知書への啓発チラシ同封等の
取組の継続に加え、ＳＮＳを含
めた各種メディアでの情報発信
等、有効な手法を検討してまい
ります。
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【その他のご意見】 　私をはじめ、独居の方は多いと
思います。何かあったらといつも
思い、兄弟とは話しています。親
類などとコミュニケーションがと
れている方は良いのですが、そう
でない方はどうなのでしょうか。
　行政で把握して頂き、全国的に
広がりつつある空き家の利用を、
民間と供にやって頂きたいと思い
ます。
　ただ、ご老人はがんこな方がい
て、やりにくいとは思いますが。

　ご意見のとおり、空き家の発
生抑制のためには、所有者が生
前のうちに、今後空き家となっ
た場合の管理や処分について親
族間で意識共有をすることが有
効であると考えます。また、空
き家となった場合、空き家の売
却や見守り等で民間業者の力は
不可欠といえます。
　本市においても、所有者の意
識啓発や関係団体との連携およ
び専門窓口の情報提供について
努めてまいります。

6


